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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源からの照射光を導波し、被検体に照射する照射用光ファイバと、前記被検体からの
反射光及び／または蛍光を受光して検査装置まで導波する複数の受光用光ファイバとを備
えるバンドルファイバであって、
　中心に配置した前記照射用光ファイバの周囲に前記複数の受光用光ファイバを配置した
前記バンドルファイバの端面において、前記複数の受光用光ファイバ先端の受光端面が前
記照射用光ファイバの方向に傾斜しており、該複数の受光用光ファイバ先端の受光端面が
、前記照射用光ファイバの中心軸側に向くように傾斜していることを特徴とするバンドル
ファイバ。
【請求項２】
　前記複数の受光用光ファイバの外周に形成した、前記照射用光ファイバの中心を概ね中
心とする円筒状の保護部材を備え、
　前記バンドルファイバの端面において、前記保護部材の先端が、前記受光用光ファイバ
先端より所定距離だけ突出した位置、または、前記受光用光ファイバ先端と同じ位置であ
ることを特徴とする請求項１に記載のバンドルファイバ。
【請求項３】
　前記受光用光ファイバ先端を前記照射用光ファイバ先端の照射端面より所定距離だけ突
出させて前記バンドルファイバの端面に凹部を形成したことを特徴とする請求項１または
２に記載のバンドルファイバ。
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【請求項４】
　前記受光用光ファイバ先端の前記受光端面及び前記照射用光ファイバ先端の前記照射端
面を除く前記凹部の内側面に反射膜を備えていること特徴とする請求項３に記載のバンド
ルファイバ。
【請求項５】
　前記照射端面に、前記照射用光ファイバと同一径の側面に反射膜を備えたコアのみで形
成された全コア型光ファイバを備え、
　前記被検体に対向する前記全コア型光ファイバの端面が、前記受光用光ファイバ先端の
前記受光端面と略同じ位置であることを特徴とする請求項１または２に記載のバンドルフ
ァイバ。
【請求項６】
　光源からの照射光を導波し、被検体に照射する照射用光ファイバと、前記被検体からの
反射光及び／または蛍光を受光して検査装置まで導波する複数の受光用光ファイバとを備
えるバンドルファイバであって、
　中心に配置した前記照射用光ファイバの周囲に前記複数の受光用光ファイバを配置した
前記バンドルファイバの端面において、前記複数の受光用光ファイバ先端の受光端面が前
記照射用光ファイバの方向に傾斜し、該複数の受光用光ファイバ先端の受光端面が、前記
照射用光ファイバの中心軸と反対側に向くように傾斜しており、
　前記複数の受光用光ファイバの外周に形成した、前記照射用光ファイバの中心を概ね中
心とする円筒状の保護部材を備え、
　前記バンドルファイバの端面において、前記保護部材の先端が、前記受光用光ファイバ
先端と同じ位置であることを特徴とするバンドルファイバ。
【請求項７】
　前記受光用光ファイバは、前記受光端面に所定範囲の波長を透過させる光学フィルタを
備えていることを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載のバンドルファイバ。
【請求項８】
　光源からの照射光を導波し、被検体に照射する照射用光ファイバと、前記被検体からの
反射光及び／または蛍光を受光して検査装置まで導波する複数の受光用光ファイバとを備
えるバンドルファイバであって、
　中心に配置した前記照射用光ファイバの周囲に前記複数の受光用光ファイバを配置した
前記バンドルファイバの端面において、前記複数の受光用光ファイバ先端の受光端面が前
記照射用光ファイバの方向に傾斜しており、
　前記受光用光ファイバは、前記受光端面に所定範囲の波長を透過させる光学フィルタを
備えていることを特徴とするバンドルファイバ。
【請求項９】
　光源からの照射光を導波し、被検体に照射する照射用光ファイバと、前記被検体からの
反射光及び／または蛍光を受光して検査装置まで導波する複数の受光用光ファイバとを備
えるバンドルファイバであって、
　中心に配置した前記照射用光ファイバの周囲に前記複数の受光用光ファイバを配置した
前記バンドルファイバの端面において、前記複数の受光用光ファイバ先端の受光端面が前
記照射用光ファイバの方向に傾斜し、該複数の受光用光ファイバ先端の受光端面が、前記
照射用光ファイバの中心軸と反対側に向くように傾斜しており、
　前記受光用光ファイバは、前記受光端面に所定範囲の波長を透過させる光学フィルタを
備えていることを特徴とするバンドルファイバ。
【請求項１０】
　前記バンドルファイバの端面において、その外径寸法は、３．０ｍｍ以下であることを
特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載のバンドルファイバ。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか１項に記載のバンドルファイバを備え、前記照射用光ファ
イバに照射光を入射する光源と、前記受光用光ファイバにより受光した反射光及び／また
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は蛍光を検査する検査装置と、を備えていることを特徴とする内視鏡システム。
【請求項１２】
　前記光源の波長は、４００ｎｍ乃至８００ｎｍの波長の光を照射することを特徴とする
請求項１１に記載の内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バンドルファイバ及びこれを用いた内視鏡システムに関する。特に、製造が
容易であり、かつ微弱な受光信号であっても確実に検査装置に導波可能な、照射用光ファ
イバと受光用光ファイバとを束ねたバンドルファイバ及びこれを用いた内視鏡システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　人体等の動物の体内に挿入して臓器を観察し撮像する内視鏡は年々進化しており、近年
、臓器に励起光を照射してその蛍光を分析することにより被検体を診断する等の蛍光や反
射光の色に関する診断または検査の研究が行われている。体内に挿入する内視鏡に使用す
るファイバの径は、あまり太くすることができないため、照射光及び受光した光の導波の
双方をできるだけ細い光ファイバを用いて実現することが望まれている。
【０００３】
　測色を行う先行技術として、受光用光ファイバを取り囲むようにその周囲に照射用光フ
ァイバを配置し、照射用光ファイバの先端部は受光用光ファイバに向かった凹形のテーパ
面として、照射用光ファイバからの正反射光を少なくするように構成したもの（特許文献
１）がある。さらに、内視鏡用の光ファイバは外形を細くすることが求められるが、細い
光ファイバで受光信号が弱くなるのを防ぎつつ被検体以外の反射光によるノイズを抑制す
るために、照明用光ファイバと受光用光ファイバの先端部に透明部材を設けた構成とした
もの（特許文献２）がある。
【０００４】
　またさらに、励起光を中心に置き、周囲に検出用ファイバを配置した内視鏡、内視鏡用
ファイバ組立体およびそれらの製造方法（特許文献３）や蛍光検出を目的とした免疫測定
装置（特許文献４）がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭６３－２３４９４０号公報
【特許文献２】特許０３８７２８７８号公報
【特許文献３】特開平０８－２８０６０１号公報
【特許文献４】特開２００４－２７１４３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１及び２に記載のバンドルファイバを利用した内視鏡は、バン
ドルファイバの中心に受光用光ファイバを設け、その周囲に複数の照射用光ファイバを配
置しているため、照射光量は増加するが、中心に設けられた１本の受光用光ファイバによ
り受光信号を導波することになり、受光量が少なくなる。特に、被検体に励起光を照射し
、被検体から照射される蛍光に基づいて検査を行う場合、発光される蛍光量が少ないため
、検査に必要充分な受光信号を得ることが困難となる場合もある。
【０００７】
　また、特許文献１に記載のバンドルファイバは、バンドルファイバの先端部に円錐状の
凹部を形成するように、各照射用光ファイバの一つ一つを凹形のテーパ状に斜めに加工す
るものであるため、複雑な加工を必要とする。
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【０００８】
　さらに、特許文献３に記載の内視鏡、内視鏡用ファイバ組立体およびそれらの製造方法
は、励起光を中心に置き、周囲に検出用ファイバを置く原理は同等だが端面はフラットで
あり、検出能力向上にレンズを使用しているため、先端の外形を細径とすることは難しく
、また、特許文献４に記載の免疫測定装置は、蛍光検出という目的は同じだが、バンドル
ファイバを用いることや粘膜まで先端を入れて測定するについてはなんら想定されていな
い。
【０００９】
　本発明は、以上のような問題点を解決するためになされたもので、製造が容易であり、
かつ微弱な受光信号であっても確実に検査装置に導波可能な、照射用光ファイバと受光用
光ファイバとを束ねたバンドルファイバ及びこれを用いた内視鏡システムを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、バンドルファイバの中心に励起光用または照射光用の光ファイバ（以下、励
起光用光ファイバ及び照射光用の光ファイバの両者を併せて「照射光用光ファイバ」と称
する）を設け、その周囲に受光端面が斜めにカットされた受光用光ファイバを配置するこ
とにより、上記課題を解決した。
【００１１】
　本発明の第１の態様にかかるバンドルファイバは、光源からの照射光を導波し、被検体
に照射する照射用光ファイバと、前記被検体からの反射光及び／または蛍光を受光して検
査装置まで導波する複数の受光用光ファイバとを備えるバンドルファイバであって、中心
に配置した前記照射用光ファイバの周囲に前記複数の受光用光ファイバを配置した前記バ
ンドルファイバの端面において、前記複数の受光用光ファイバ先端の受光端面が前記照射
用光ファイバの方向に傾斜しており、該複数の受光用光ファイバ先端の受光端面が、前記
照射用光ファイバの中心軸側に向くように傾斜していることを特徴とする。
【００１２】
　この態様によると、バンドルファイバの中央に照射用光ファイバを設け、その周囲に受
光用光ファイバを複数個設けることにより、反射光や蛍光の受光量が増える。従って、例
えば、被検体からの微弱な自家蛍光であっても、検査装置でより正確に分析することが可
能となる。
【００１３】
　また、すべての受光用光ファイバを照射用光ファイバの軸方向に斜めに傾斜させている
ので、反射光や被検体から放射状に発光する蛍光を受光する受光端面の面積が増える。
【００１４】
　本発明の第２の態様にかかるバンドルファイバは、本発明の第１の態様にかかるバンド
ルファイバにおいて、前記複数の受光用光ファイバの外周に形成した、前記照射用光ファ
イバの中心を概ね中心とする円筒状の保護部材を備え、前記バンドルファイバの端面にお
いて、前記保護部材の先端が、前記受光用光ファイバ先端より所定距離だけ突出した位置
、または、前記受光用光ファイバ先端と同じ位置であることを特徴とする。
【００１５】
　この態様によると、保護部材の先端を被検体に密着させることにより、被検体と受光用
光ファイバ先端の受光端面との距離、被検体と照射用光ファイバ先端の照射端面との距離
、及び被検体への照射範囲を概ね所定の値で一定に保つことが可能となり、検査装置でよ
り正確に分析することが可能となる。
【００１６】
　本発明の第３の態様にかかるバンドルファイバは、本発明の第１または２の態様にかか
るバンドルファイバにおいて、前記受光用光ファイバ先端を前記照射用光ファイバ先端の
照射端面より所定距離だけ突出させて前記バンドルファイバの端面に凹部を形成したこと
を特徴とする。
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【００１７】
　この態様によると、照射用光ファイバ先端の照射端面と被検体との距離が長くなり、被
検体への照射範囲をより広範囲にすることが可能となる。
【００１８】
　本発明の第４の態様にかかるバンドルファイバは、本発明の第３の態様にかかるバンド
ルファイバにおいて、前記受光用光ファイバ先端の前記受光端面及び前記照射用光ファイ
バ先端の前記照射端面を除く前記凹部の内側面に反射膜を備えていること特徴とする。
【００１９】
　この態様によると、照射用光ファイバからの照射光の一部が、受光用光ファイバの側面
に照射された場合であっても、受光用光ファイバの側面の反射膜で反射されることにより
、全照射光を被検体に対して照射することが可能となる。
【００２０】
　本発明の第５の態様にかかるバンドルファイバは、本発明の第１または２の態様にかか
るバンドルファイバにおいて、前記照射端面に、前記照射用光ファイバと同一径の側面に
反射膜を備えたコアのみで形成された全コア型光ファイバを備え、前記被検体に対向する
前記全コア型光ファイバの端面が、前記受光用光ファイバ先端の前記受光端面と略同じ位
置であることを特徴とする。
【００２１】
　この態様によると、照射用光ファイバ先端の照射端面と被検体との距離が長くなり、被
検体への照射範囲をより広範囲にすることが可能となる。また、照射用光ファイバからの
照射光の一部が、全コア型光ファイバの側面に照射された場合であっても、全コア型光フ
ァイバの側面の反射膜（３２）で反射されることにより、全照射光を被検体に対して照射
することが可能となる。
【００２２】
　本発明の第６の態様にかかるバンドルファイバは、光源からの照射光を導波し、被検体
に照射する照射用光ファイバと、前記被検体からの反射光及び／または蛍光を受光して検
査装置まで導波する複数の受光用光ファイバとを備えるバンドルファイバであって、中心
に配置した前記照射用光ファイバの周囲に前記複数の受光用光ファイバを配置した前記バ
ンドルファイバの端面において、前記複数の受光用光ファイバ先端の受光端面が前記照射
用光ファイバの方向に傾斜し、該複数の受光用光ファイバ先端の受光端面が、前記照射用
光ファイバの中心軸と反対側に向くように傾斜しており、前記複数の受光用光ファイバの
外周に形成した、前記照射用光ファイバの中心を概ね中心とする円筒状の保護部材を備え
、前記バンドルファイバの端面において、前記保護部材の先端が、前記受光用光ファイバ
先端と同じ位置であることを特徴とする。
【００２３】
　この態様によると、バンドルファイバの中央に照射用光ファイバを設け、その周囲に受
光用光ファイバを複数個設けることにより、反射光や蛍光の受光量が増える。従って、例
えば、被検体からの微弱な自家蛍光であっても、検査装置でより正確に分析することが可
能となる。
【００２４】
　また、すべての受光用光ファイバを照射用光ファイバの軸方向と反対方向に斜めに傾斜
させているので、反射光や被検体から放射状に発光する蛍光を受光する受光端面の面積が
増える。
【００２６】
　また、保護部材の先端を被検体に密着させることにより、被検体と受光用光ファイバ先
端の受光端面との距離、被検体と照射用光ファイバ先端の照射端面との距離、及び被検体
への照射範囲を概ね一定に保つことが可能となり、検査装置でより正確に分析することが
可能となる。
【００２７】
　本発明の第７の態様にかかるバンドルファイバは、本発明の第１から６のいずれか１つ
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の態様にかかるバンドルファイバにおいて、前記受光用光ファイバは、前記受光端面に所
定範囲の波長を透過させる光学フィルタを備えていることを特徴とする。
【００２８】
　この態様によると、特定の波長の反射光や蛍光を受光することが可能となる。例えば、
がん細胞からの蛍光波長と正常細胞からの蛍光波長とは異なることから、がん細胞からの
蛍光波長のみを受光するように設定することにより、検査装置で容易にがん細胞を検出す
ることが可能となる。
【００２９】
　本発明の第８の態様にかかるバンドルファイバは、光源からの照射光を導波し、被検体
に照射する照射用光ファイバと、前記被検体からの反射光及び／または蛍光を受光して検
査装置まで導波する複数の受光用光ファイバとを備えるバンドルファイバであって、中心
に配置した前記照射用光ファイバの周囲に前記複数の受光用光ファイバを配置した前記バ
ンドルファイバの端面において、前記複数の受光用光ファイバ先端の受光端面が前記照射
用光ファイバの方向に傾斜しており、前記受光用光ファイバは、前記受光端面に所定範囲
の波長を透過させる光学フィルタを備えていることを特徴とする。
　本発明の第９の態様にかかるバンドルファイバは、光源からの照射光を導波し、被検体
に照射する照射用光ファイバと、前記被検体からの反射光及び／または蛍光を受光して検
査装置まで導波する複数の受光用光ファイバとを備えるバンドルファイバであって、中心
に配置した前記照射用光ファイバの周囲に前記複数の受光用光ファイバを配置した前記バ
ンドルファイバの端面において、前記複数の受光用光ファイバ先端の受光端面が前記照射
用光ファイバの方向に傾斜し、該複数の受光用光ファイバ先端の受光端面が、前記照射用
光ファイバの中心軸と反対側に向くように傾斜しており、前記受光用光ファイバは、前記
受光端面に所定範囲の波長を透過させる光学フィルタを備えていることを特徴とする。
　本発明の第１０の態様にかかるバンドルファイバは、本発明の第１から９のいずれか１
つの態様にかかるバンドルファイバの端面において、その外径寸法は、３．０ｍｍ以下で
あることを特徴とする。

                                                                                
【００３０】
　この態様によると、照射用光ファイバの外径を小さくして、照射光の光量を強くするこ
とにより、バンドルファイバの外径を小さくすることが可能となる。
【００３１】
　本発明の第１の態様にかかる内視鏡システムは、本発明の第１から１０のいずれか１つ
の態様にかかるバンドルファイバを備え、前記照射用光ファイバに照射光を入射する光源
と、前記受光用光ファイバにより受光した反射光及び／または蛍光を検査する検査装置と
、を備えていることを特徴とする。
【００３２】
　これにより、上述した本発明の態様にかかるバンドルファイバと同等の効果が得られる
。
【００３３】
　本発明の第２の態様にかかる内視鏡システムは、本発明の第１の態様にかかる内視鏡シ
ステムにおいて、前記光源の波長は、４００ｎｍ乃至８００ｎｍの波長の光を照射するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、バンドルファイバの中心部に照射用光ファイバを設け、照射用光ファ
イバの周囲に複数の受光用光ファイバが設けられているので、被検体に対して照射された
照射光に基づく被検体からの反射光または蛍光を多くの受光用光ファイバにより受光する
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ことが可能となる。
【００３５】
　また、本発明の各受光用光ファイバはその先端の受光端面が斜めにカットされた形状と
なっており、被検体からの反射光または被検体から放射される蛍光の進行方向に対向する
ように斜めにカットされている。これにより、受光用光ファイバの先端面の面積が増え、
各受光用光ファイバへの受光量が増加する。
【００３６】
　このように、各受光用ファイバの受光量が増大させた複数の受光用ファイバを用いて受
光信号を導波するので、蛍光等の微弱な光をより確実に検査装置に導波することが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一実施形態にかかる内視鏡システムの外観を模式的に示す図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかるバンドルファイバの先端部（被検体側）の横断面構
造を模式的に示す断面図である。図２（ａ）は、本発明の一実施例にかかるバンドルファ
イバ１６の被検体側の先端部を示す平面図であり、図２(ｂ)は、図２（ａ）のＡ－Ａ線方
向の断面を示す部分縦断面図である。
【図３】受光用光ファイバ１４の受光端面１４ｃの傾斜について説明するための図である
。図３（ａ）は、バンドルファイバ１６の先端部における受光用光ファイバ１４の受光端
面の傾斜方向を示す図であり、図３（ｂ）は、受光用光ファイバ１４の先端部の傾斜断面
を示す断面図であり、図３（ｃ）は、受光用光ファイバ１４の先端部の斜視図である。
【図４】照射光が被検体に照射された後、反射光又は自家蛍光が受光端面に入射する状態
を模式的に示した図である。
【図５】受光用光ファイバ１４を６個用いたバンドルファイバ１６の製造方法の一例を説
明するための図である。
【図６】図２のバンドルファイバ１６とは異なる本発明の別の一実施形態にかかるバンド
ルファイバの先端部（被検体側）の横断面構造を模式的に示す断面図である。図６（ａ）
は、バンドルファイバ１６の被検体側の先端部を示す平面図であり、図６(ｂ)は、図６（
ａ）のＡ－Ａ線方向の断面を示す部分縦断面図である。
【図７】図２のバンドルファイバ１６とは異なる本発明の別の一実施形態にかかるバンド
ルファイバの先端部（被検体側）の横断面構造を模式的に示す断面図である。図７（ａ）
は、バンドルファイバ１６の被検体側の先端部を示す平面図であり、図７(ｂ)は、図７（
ａ）のＡ－Ａ線方向の断面を示す部分縦断面図である。
【図８】図２のバンドルファイバ１６とは異なる本発明の別の一実施形態にかかるバンド
ルファイバの先端部（被検体側）の横断面構造を模式的に示す断面図である。図８（ａ）
は、バンドルファイバ１６の被検体側の先端部を示す平面図であり、図８(ｂ)は、図８（
ａ）のＡ－Ａ線方向の断面を示す部分縦断面図である。
【図９】図２のバンドルファイバ１６とは異なる本発明の別の一実施形態にかかるバンド
ルファイバの先端部（被検体側）の横断面構造を模式的に示す断面図である。図９（ａ）
は、バンドルファイバ１６の被検体側の先端部を示す平面図であり、図９(ｂ)は、図９（
ａ）のＡ－Ａ線方向の断面を示す部分縦断面図である。
【図１０】図２のバンドルファイバ１６とは異なる本発明の別の一実施形態にかかるバン
ドルファイバの先端部（被検体側）の横断面構造を模式的に示す断面図である。図１０（
ａ）は、バンドルファイバ１６の被検体側の先端部を示す平面図であり、図１０(ｂ)は、
図１０（ａ）のＡ－Ａ線方向の断面を示す部分縦断面図である。
【図１１】受信用光ファイバ１４の先端部の別の構造を示す図である。
【図１２】図２のバンドルファイバ１６とは異なる本発明の別の一実施形態にかかるバン
ドルファイバの先端部（被検体側）の横断面構造を模式的に示す断面図である。図１２（
ａ）は、バンドルファイバ１６の被検体側の先端部を示す平面図であり、図１２(ｂ)は、
図１２（ａ）のＡ－Ａ線方向の断面を示す部分縦断面図である。
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【図１３】図２のバンドルファイバ１６とは異なる本発明の別の一実施形態にかかるバン
ドルファイバの先端部（被検体側）の横断面構造を模式的に示す断面図である。図１３（
ａ）は、バンドルファイバ１６の被検体側の先端部を示す平面図であり、図１３(ｂ)は、
図１３（ａ）のＡ－Ａ線方向の断面を示す部分縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　この発明の一実施形態を、図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明する実施形
態は説明のためのものであり、本発明の範囲を制限するものではない。従って、当業者で
あればこれらの各要素もしくは全要素をこれと同等なもので置換した実施形態を採用する
ことが可能であるが、これらの実施形態も本発明の範囲に含まれる。
【００３９】
　内視鏡システムには種々のものが存在する。可撓性のチューブ内に光ファイバや操作ワ
イヤ等を内在する内視鏡を体内に挿入し、光ファイバを通じて光を照射することにより各
種臓器や器官の観察、撮影、反射光の測色（色による分析）、蛍光分析等により、診断、
治療等を行う。
【００４０】
　本発明は、少なくとも測色や蛍光分析を行うことのできる内視鏡システムに関するもの
である。蛍光分析とは、体内に存在する僅かな蛍光物質に、所定の励起光を照射すること
により、臓器等が発する自家蛍光の蛍光量を分析することにより、病変の有無の検査、診
断を行う装置である。本発明は測色や蛍光量の分析を行うことのできる内視鏡システム又
はこのような内視鏡装置に使用可能なバンドルファイバに関するものである。
【００４１】
　以下に本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。図１は、本発明の一実施
形態にかかる内視鏡システムの外観を模式的に示す図であり、図２は、本発明の一実施形
態にかかるバンドルファイバの先端部（被検体側）の横断面構造を模式的に示す断面図で
ある。
【００４２】
　図１に示す一例を示す通り、本発明の内視鏡システム１０は、ファイバプローブ１１と
、ファイバプローブ１１が接続されており光源、検査装置、及び制御部（いずれも図示せ
ず）を備える検査制御装置１２とから構成される。ファイバプローブ１１には、モニタ、
簡易手術や撮影等の各種機能を有するワイヤやケーブル等を挿入することができるが、本
発明では、少なくとも照射用光ファイバ１３と受光用光ファイバ１４の束１５とからなる
バンドルファイバ１６を備えている。
【００４３】
　ここで、各ファイバには、曲げ半径が３０～５０ｍｍであるものを用いることが好まし
い。例えば、コアがアクリルで被覆はナイロンからなるプラスチックファイバや石英ガラ
スファイバ等を用いることができる。
【００４４】
　図１では、説明を簡単にするために、照射用光ファイバ１３と受光用光ファイバ１４の
束１５のみからなるファイバプローブ１１を示している。照射用光ファイバ１３の一端は
検査制御装置１２の光源に接続されており、光源の照射光を他端まで導波する。受光用光
ファイバ１４の束１５の一端は検査制御装置１２の検査装置の入力部に接続されており、
受光用光ファイバ１４の他端において受光した光を導波して検査装置に入力する。
【００４５】
　検査装置では受光用光ファイバ１４から受光した光を検査分析する。照射用光ファイバ
１３と受光用光ファイバ１４の束１５とは途中で結合されて一本のファイバプローブ１１
となり、ここから先が体内に挿入される。また、光源の波長は、４００ｎｍ乃至８００ｎ
ｍの波長の光を照射する。
【００４６】
　図２（ａ）は、本発明の一実施例にかかるバンドルファイバ１６の被検体側の先端部を
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示す平面図であり、図２(ｂ)は、図２（ａ）のＡ－Ａ線方向の断面を示す部分縦断面図で
ある。バンドルファイバ１６の中心に照射用光ファイバ１３を設け、その周囲に６個の受
光用光ファイバ１４を配置し、更に、６個の受光用光ファイバ１４の外側を保護部材１７
で覆っている。
【００４７】
　照射用光ファイバ１３は、屈折率の異なるコア層１３ａとクラッド層１３ｂとから構成
され、受光用光ファイバ１４は、屈折率の異なるコア層１４ａとクラッド層１４ｂとから
構成されている。
【００４８】
　中央の照射用光ファイバ１３の先端部である照射端面１３ｃは、平坦な面となっており
、受光用光ファイバ１４の先端部である受光端面１４ｃは、受光面が照射用光ファイバ１
３の中心軸に向くように所定の角度で傾斜するようにカットされている。また、受光用光
ファイバ１４の先端部と保護部材１７の先端部とが同じ位置になるように、保護部材１７
が受光用光ファイバ１４を覆っている。
【００４９】
　前記所定の角度は、蛍光強度を大きくするためにバンドルファイバ１６の端面を出来る
だけ被検体へ近づけるという要望と、受光用光ファイバ１４の内部で光が伝送するための
全反射の関係からの前記所定の角度の限界から定められる。具体的には、バンドルファイ
バ１６の端面から被検体までの距離を任意の距離Ｌと、照射用光ファイバ１３の中心と受
光用光ファイバ１４の中心の距離をＲとしたとき、前記所定の角度θ＝ｔａｎ－１（Ｒ／
Ｌ）となるように決定される。本実施の形態例では、使用したファイバのＮＡ（開口度）
を考慮し１０°≦θ≦５０°とすることとした。
【００５０】
　また、検出した蛍光が受光用光ファイバ１４の内部で全反射させることが望ましく、そ
のためには、受光用光ファイバ１４のコア１４ａ、クラッド１４ｂの屈折率をそれぞれｎ

１、ｎ２としたとき、ＮＡ(開口度)φ＝ｓｉｎ－１｛（ｎ１
２－ｎ１

２）１／２｝をθよ
り大きくする。
【００５１】
　また、被検体（例えば胃壁）等に存在する粘液等がバンドルファイバ１６の先端から浸
透しないように保護するためのキャップ（人体に影響を与えない有機材料やシリコンなど
）を設けても良い。
【００５２】
　なお、前述したように、蛍光強度を大きくするためには、バンドルファイバ１６の端面
をできるだけ被検体へ近づけることが好ましいが、内視鏡やレーザを用いることにより非
接触状態でも測定が可能とすることができる。
【００５３】
　また、ファイバプローブ１１は、胃がん等の検診に使用することから、バンドルファイ
バ１６の被検体側の先端部の外径は、３．０ｍｍ以下であることが好ましく、２．３ｍｍ
以下であることがより望ましい。また、外径が３．０ｍｍ以下または２．３ｍｍ以下の部
分はバンドルファイバの端面から１ｍ以上あることが好ましい。
【００５４】
　図３は、受光用光ファイバ１４の受光端面１４ｃの傾斜について説明するための図であ
る。図３（ａ）は、バンドルファイバ１６の先端部における受光用光ファイバ１４の受光
端面の傾斜方向を示す図であり、図３（ｂ）は、受光用光ファイバ１４の先端部の傾斜断
面を示す断面図であり、図３（ｃ）は、受光用光ファイバ１４の先端部の斜視図である。
ここで、図３（ａ）に示す矢印方向は、傾斜面の高い方から低い方を示している。以降の
図中の受光用光ファイバ１４に記載した矢印方向も、同様である。
【００５５】
　本発明では、受光用光ファイバ１４の先端部である受光端面１４ｃが円錐状の凹部の一
部を形成するような複雑な傾斜面ではなく、単純に受光用光ファイバ１４の先端部を斜め
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にカットした形状としている。これにより、受光用光ファイバ１４の先端加工が極めて容
易になる。
【００５６】
　図４を参照して、照射光と反射光又は自家蛍光との関係について説明する。図４は、照
射光が被検体に照射された後、反射光又は自家蛍光が受光端面に入射する状態を模式的に
示した図である。図中、光ファイバのクラッド層の表示は省略している。
【００５７】
　バンドルファイバ１６の先端部を被検体２０に密着させて、照射用光ファイバ１３の先
端部の照射端面１３ｃから被検体２０へ照射光(励起光)を照射し、被検体２０に反射した
反射光または被検体２０から放射状に発光した自家蛍光を受信用光ファイバ１４の受光端
面１４ｃで受光する。
【００５８】
　受信用光ファイバ１４の受光端面１４ｃは、受光面が照射用光ファイバ１３の中心軸に
向くように斜めにカットされているので、垂直面に比して受光入射面積が増加し、受光量
も増加する。
【００５９】
　また、バンドルファイバ１６の中心部に照射用光ファイバ１３を設け、照射用光ファイ
バ１３の周囲に複数の受光用光ファイバ１４が設けられているので、被検体２０に対して
照射された照射光に基づく被検体２０からの反射光または自家蛍光を多くの受光用光ファ
イバ１４により受光することが可能となる。従って、各受光用光ファイバ１４の受光量が
増大させた複数の受光用光ファイバ１４を用いて受光信号を導波するので、自家蛍光等の
放射状に発光する微弱な光をより確実に検査装置に導波することが可能となる。
【００６０】
　次に、図５を参照して、バンドルファイバ１６の製造方法を簡単に説明する。
　図５は、受光用光ファイバ１４を６個用いたバンドルファイバ１６の製造方法の一例を
説明するための図である。
【００６１】
　まず、２本の受光用光ファイバ１４の先端面を斜めにカットする。それを図５（ａ）に
示すように斜面を斜め下方に向けて接着する。次に、２本の受光用光ファイバ１４の先端
面を斜めにカットし、照射用光ファイバ１３の先端面を垂直にカットする。次に、図５（
ｂ）に示すように、斜めにカットした２本の受光用光ファイバ１４を受光端面１４ｃの傾
斜角が向かい合うように対向させて、その間に照射用光ファイバ１３を挟むように配置し
て３個の光ファイバを接着する。
【００６２】
　次に、図５（ｃ）に示すように、図５（ａ）と同じ要領で、先端面を斜めにカットした
本の受光用光ファイバ１４を接着して、傾斜端面が斜め上に向くようにする。これを、照
射用光ファイバ１３を中心にして重ね合わせて、図５（ｄ）に示すような保護部材１７に
挿入、保護部材１７で被覆する。
【００６３】
　これにより、本発明のバンドルファイバ１６が完成する。このように、先端部をカット
し、接着、保護部材１７を設けるという簡単な工程で、バンドルファイバ１６を製造する
ことができる。
【００６４】
　次に、図６から図１０を参照して、上述したバンドルファイバ１６とは異なる先端部（
被検体側）の構造を有したバンドルファイバ１６について説明する。
【００６５】
　図６は、上述したバンドルファイバ１６とは異なる本発明の別の一実施形態にかかるバ
ンドルファイバの先端部（被検体側）の横断面構造を模式的に示す断面図である。図６（
ａ）は、バンドルファイバ１６の被検体側の先端部を示す平面図であり、図６(ｂ)は、図
６（ａ）のＡ－Ａ線方向の断面を示す部分縦断面図である。
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【００６６】
　図６に示すように、保護部材１７の先端部を受光用光ファイバ１４の先端部よりも所定
距離Ｌだけ突出させた構造である。
【００６７】
　これにより、保護部材１７の先端を被検体に密着させることにより、被検体２０と受光
用光ファイバ１４先端の受光端面との距離、被検体２０と照射用光ファイバ１３先端の照
射端面との距離、及び被検体２０への照射範囲を概ね所定の値で一定に保つことが可能と
なり、検査装置でより正確に分析することができる。
【００６８】
　図７は、上述したバンドルファイバ１６とは異なる本発明の別の一実施形態にかかるバ
ンドルファイバの先端部（被検体側）の横断面構造を模式的に示す断面図である。図７（
ａ）は、バンドルファイバ１６の被検体側の先端部を示す平面図であり、図７(ｂ)は、図
７（ａ）のＡ－Ａ線方向の断面を示す部分縦断面図である。
【００６９】
　図７に示すように、受光用光ファイバ１４の先端部を照射用光ファイバ１３の先端部よ
り所定距離Ｍだけ突出させて凹部３１を形成している構造である。尚、保護部材１７の先
端部が受光用光ファイバ１４の先端部と同じ位置であるが、保護部材１７の先端部が受光
用光ファイバ１４の先端部よりも突出している構造であってよい。
【００７０】
　これにより、照射用光ファイバ１３の先端部の照射端面１３ｃと被検体２０との距離が
長くなり、被検体２０への照射範囲をより広範囲にすることができる。
【００７１】
　図８は、上述したバンドルファイバ１６とは異なる本発明の別の一実施形態にかかるバ
ンドルファイバの先端部（被検体側）の横断面構造を模式的に示す断面図である。図８（
ａ）は、バンドルファイバ１６の被検体側の先端部を示す平面図であり、図８(ｂ)は、図
８（ａ）のＡ－Ａ線方向の断面を示す部分縦断面図である。
【００７２】
　図８に示すように、受光用光ファイバ１４の先端部を照射用光ファイバ１３の先端部よ
り所定距離Ｍだけ突出させて凹部３１を形成し、凹部３１の内側面に反射膜３２を被覆し
た構造である。尚、保護部材１７の先端部が受光用光ファイバ１４の先端部と同じ位置で
あるが、保護部材１７の先端部が受光用光ファイバ１４の先端部よりも突出している構造
であってよい。
【００７３】
　これにより、照射用光ファイバ１３からの照射光の一部が、受光用光ファイバ１４の側
面に照射された場合であっても、受光用光ファイバ１４の側面の反射膜３２で反射される
ことにより、全照射光を被検体２０に対して照射することができる。
【００７４】
　図９は、上述したバンドルファイバ１６とは異なる本発明の別の一実施形態にかかるバ
ンドルファイバの先端部（被検体側）の横断面構造を模式的に示す断面図である。図９（
ａ）は、バンドルファイバ１６の被検体側の先端部を示す平面図であり、図９(ｂ)は、図
９（ａ）のＡ－Ａ線方向の断面を示す部分縦断面図である。
【００７５】
　図９に示すように、照射用光ファイバ１３の先端部に、照射用光ファイバ１３と同一径
の反射膜３２を被覆したコアのみで形成された全コア型光ファイバ３３を融着して接続し
た構成になっている。また、全コア型光ファイバ３３の被検体２０側の先端部は、平坦な
面となっており、受光用光ファイバ１４の先端部である受光端面１４ｃは、受光面が照射
用光ファイバ１３の中心軸に向くように所定の角度で傾斜するようにカットされている。
尚、保護部材１７の先端部が受光用光ファイバ１４の先端部と同じ位置であるが、保護部
材１７の先端部が受光用光ファイバ１４の先端部よりも突出している構造であってよい。
【００７６】
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　これにより、照射用光ファイバ１３の先端部の照射端面１３ｃと被検体２０との距離が
長くなり、被検体２０への照射範囲をより広範囲にすることが可能となる。また、照射用
光ファイバ１３からの照射光の一部が、全コア型光ファイバ３３の側面に照射された場合
であっても、全コア型光ファイバ３３の側面の反射膜３２で反射されることにより、全照
射光を被検体２０に対して照射することができる。
【００７７】
　図１０は、上述したバンドルファイバ１６とは異なる本発明の別の一実施形態にかかる
バンドルファイバの先端部（被検体側）の横断面構造を模式的に示す断面図である。図１
０（ａ）は、バンドルファイバ１６の被検体側の先端部を示す平面図であり、図１０(ｂ)
は、図１０（ａ）のＡ－Ａ線方向の断面を示す部分縦断面図である。
【００７８】
　図１０に示すように、中央の照射用光ファイバ１３の先端部である照射端面１３ｃは、
平坦な面となっており、受光用光ファイバ１４の先端部である受光端面１４ｃは、受光面
が照射用光ファイバ１３の中心軸と反対の方向に向くように所定の角度で傾斜するように
カットされている。
【００７９】
　これにより、バンドルファイバ１６の中央に照射用光ファイバ１３を設け、その周囲に
受光用光ファイバ１４を複数個設けることにより、反射光や蛍光の受光量が増える。また
、すべての受光用光ファイバ１４を照射用光ファイバ１３の軸方向と反対方向に斜めに傾
斜させているので、反射光や被検体２０から放射状に発光する蛍光を受光する受光用光フ
ァイバ１４の受光端面１４ｃの面積が増え、各受光用光ファイバへの受光量が増加する。
このように、各受光用ファイバの受光量が増大させた複数の受光用ファイバを用いて受光
信号を導波するので、蛍光等の微弱な光をより確実に検査装置に導波することが可能とな
る。
【００８０】
　上述した内視鏡システム１０では、受信用光ファイバ１４の受光端面１４ｃで受光した
全ての波長の反射光又は自家蛍光を導波して検査装置に入力するようになっているが、図
１１に示すように、受信用光ファイバ１４の先端部の受光端面１４ｃの表面に光学フィル
タ２５を設けることにより、所定範囲の波長の反射光又は自家蛍光のみを受光することが
できる。
【００８１】
　さらなる変形例として図１２を示す。図１２は、上述したバンドルファイバ１６とは異
なる本発明の別の一実施形態にかかるバンドルファイバの先端部（被検体側）の横断面構
造を模式的に示す断面図である。図１２（ａ）は、バンドルファイバ１６の被検体側の先
端部を示す平面図であり、図１２(ｂ)は、図１２（ａ）のＡ－Ａ線方向の断面を示す部分
縦断面図である。図１２に示したように、照射用光ファイバ１３の周囲に２本の受光用光
ファイバ１４を配置し、前記受光用光ファイバ１４先端の受光端面１４ｃを前記照射用光
ファイバ１３の方向に傾斜させ、これをバンドル化しても良い。このようにするとファイ
バ本数が減ることにより受光する蛍光強度は小さくなるものの、製造を簡略化できるとい
う効果がある。
【００８２】
　また、さらに蛍光強度を高めることが望まれるときの変形例として図１３を示す。図１
３は、上述したバンドルファイバ１６とは異なる本発明の別の一実施形態にかかるバンド
ルファイバの先端部（被検体側）の横断面構造を模式的に示す断面図である。図１３（ａ
）は、バンドルファイバ１６の被検体側の先端部を示す平面図であり、図１３(ｂ)は、図
１３（ａ）のＡ－Ａ線方向の断面を示す部分縦断面図である。図１３に示したように、受
光用光ファイバ１４を２層に配置し、当該受光用ファイバ１４の本数を増やしても良い。
【符号の説明】
【００８３】
　１０　　内視鏡システム
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　１１　　ファイバプローブ
　１２　　検査制御装置
　１３　　照射用光ファイバ
　１４　　受光用光ファイバ
　１５　　受光用光ファイバ１４の束
　１６　　バンドルファイバ
　１７　　保護部材
　２０　　被検体
 
 

【図１】 【図２】
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